
 

102 

 

第第第第６６６６章章章章    計画の推進にあたって計画の推進にあたって計画の推進にあたって計画の推進にあたって    

 

１１１１    協働による計画の推進協働による計画の推進協働による計画の推進協働による計画の推進    

 

第５次日出町総合計画では、推進方針の一つとして「多様な主体との協働によるまちづ

くり」を掲げています。地域福祉活動の主役は地域に生活している住民一人ひとりです。

住み慣れた地域で支え、助け合える地域社会を実現させていくためには、行政や社会福祉

協議会の取り組みだけでは不十分であり、住民との協働が不可欠となります。 

また、地域には多様な福祉ニーズが潜在しており、それらのニーズに対応していくため

には、地域において活動するボランティア、関係機関・団体、福祉サービス事業者も地域

福祉の重要な担い手となります。計画を推進していくにあたっては、地域福祉を担う主体

がお互いに連携をとり、それぞれの役割を果たしながら、協働して計画を推進していくこ

とが大切です。 

 

 

（１）住民の役割（１）住民の役割（１）住民の役割（１）住民の役割    

一人ひとりが福祉に対する意識や理解を深め、地域社会の構成員の一員であることを自

覚することが大切です。また、地域における福祉活動の担い手として、ボランティアなど

の社会活動に積極的かつ主体的に参画することが期待されます。特に、「団塊の世代」をは

じめ、高齢者の人たちには、現役時代に培った知識や経験を活かしながら、地域における

福祉活動の大切な担い手として、積極的に参画することが大変期待されます。 

 

（２）地域の役割（２）地域の役割（２）地域の役割（２）地域の役割    

自治区や、民生委員児童委員、ボランティアなど地域活動を行う各種団体が連携し、公

的サービスのみでは対応が難しい地域の問題に積極的に対応していく役割が求められてい

ます。また、地域のサービス事業者は、利用者の自立支援、サービスの質の確保、事業内

容やサービス内容の情報提供及び周知、他のサービスとの連携に取り組む役割が求められ

ています。 

地域における福祉課題に対しては、それぞれの地域の組織・団体が個々に活動するだけ

ではなく、個々の組織・団体の特徴を活かし、互いの連携を深めながら、その解決や改善

に向けた活動をすすめていくことが期待されます。 

 

 



 

103 

 

 

（（（（３３３３）社会福祉協議会の役割）社会福祉協議会の役割）社会福祉協議会の役割）社会福祉協議会の役割    

福祉サービスの提供者として、その専門性を十分に発揮し、住民の福祉ニーズに応じたサ

ービスの提供、利用者の視点に立った自立支援、サービスの質の確保、専門的知識を活かし

た福祉情報の提供などに、積極的に取り組んでいくことが大切です。 

  また、今後ますます多様化する福祉ニーズに対応するため、すでに実施している事業の

さらなる充実や新たなサービスの創出、さらに、その人的、物的資源を活かしながら、住民

が福祉活動へ参加するための支援などに取り組んでいくことが期待されます。 

 

（（（（４４４４）行政の役割）行政の役割）行政の役割）行政の役割    

地域福祉の推進にあたり、行政には住民の福祉向上を目指して、各福祉施策を総合的に

推進していく責務があります。それを果たすために、本計画に基づき、地域福祉を推進す

る関係機関、団体などの役割を踏まえながら、相互に連携・協力を図るとともに、住民の

福祉ニーズの把握と、各地域の特性に配慮した福祉施策の推進に努めます。 

 

 

 

 

２２２２    具体的な計画の推進具体的な計画の推進具体的な計画の推進具体的な計画の推進    

 

本計画の推進にあたっては、行政・社会福祉協議会・住民がより一層連携を深めながら、

各事業を推進していくことが必要です。 

そのため、以下の組織を設置し、計画の具現化に向けて取り組んでいきます。 

 

（１）地域福祉推進会議（庁内組織）（１）地域福祉推進会議（庁内組織）（１）地域福祉推進会議（庁内組織）（１）地域福祉推進会議（庁内組織）    

行政における関係部署及び町社会福祉協議会で組織し、関連個別計画との整合を図ると

ともに、本計画に基づく事業内容の協議や目標の設定等を行い、本計画の総合的な推進を

図ります。また、計画の進捗状況をとりまとめ、「地域福祉推進委員会（住民組織）」へ報

告します。 

 

（２）地域福祉推進委員会（住民組織）（２）地域福祉推進委員会（住民組織）（２）地域福祉推進委員会（住民組織）（２）地域福祉推進委員会（住民組織）    

地域福祉関係機関や団体、その他住民等で組織し、計画の進捗状況の点検・評価や、本

計画に基づく事業内容等への提言を行いします。また、行政や社会福祉協議会と連携のも

と、本計画の推進に取り組みます。 
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地域福祉推進会議（庁内組織） 

【構成】 

・庁内関係部署 

・町社会福祉協議会 

【役割】 

・庁内及び社会福祉協議会の連携体

制構築 

・具体的な事業内容、目標等の協議 

・計画の進捗状況の把握、とりまとめ 

地域福祉推進委員会（住民組織） 

【構成】 

・地域福祉関係機関や団体の代表者 

・地域福祉活動を実践している住民 

 等 

【役割】 

・計画の進捗状況の点検・評価 

・事業内容の確認、提言 

・計画推進への協力 

報 告 

評価・提言・ 

協力 

《《《《日出町日出町日出町日出町・・・・日出町日出町日出町日出町社会福祉協議会》社会福祉協議会》社会福祉協議会》社会福祉協議会》    《《《《住民・関係団体住民・関係団体住民・関係団体住民・関係団体》》》》    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前述の組織における取り組みによってＰＤＣＡサイクルを構築し、本計画の着実な推進を

図ります。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３    計画の普及啓発と実践計画の普及啓発と実践計画の普及啓発と実践計画の普及啓発と実践    

 

計画を住民のものとするため、概要版やこの計画書を主要施設へ配布するとともに、広

報やホームページ等を通じて周知を図ります。 

また、自治区や民生委員児童委員、ボランティア等、地域活動団体に本計画の周知を図

るとともに、具体的な活動事例等の情報提供や共有化を図ります。 

なお、地域における活動は様々であり、抱える課題も一様ではありません。そのため、

地域活動団体においては、地域の実情にあった具体的な行動計画を立てて実践していくこ

とが望まれます。具体的な行動計画を立てるに際しては、日出町と日出町社会福祉協議会

が連携して情報提供や相談・助言等支援に努めます。 

 

Ａｃｔ：改善・見直し 

・事業内容の改善・見直し 

・各種取り組みへの反映 

Ｐｌａｎ：計画 

・本計画の策定 

ＤＯ：実施 

・計画に基づく事業の検討、実施 Ｃｈｅｃｋ：点検・評価 

・進捗状況の整理 

・地域福祉推進委員会による評価 


